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 令和３年余市町議会第４回臨時会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午前１１時４４分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和３年８月２３日（月曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和３年８月２３日（月曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１６名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １７番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ８番 白 川 栄美子 

      〃      ９番 寺 田   進 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 山 本 正 行 

      〃     １８番 岸 本 好 且 

 

 〇欠 席 議 員  （１名）        

  余市町議会議員  ２番 吉 田   豊 

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  細 山 俊 樹 

    総  務  部  長  須 貝 達 哉 

  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 

    地 域 協 働 推 進 課 長  北 島 貴 光 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  紺 谷 友 之 

  民 生 部 長  上 村 友 成 

  福 祉 課 長  中 島 紀 孝 

  子育て・健康推進課長  芹 川 かおり 

  保 険 課 長  中 島   豊 

  環 境 対 策 課 長  成 田 文 明 

  経 済 部 長  渡 辺 郁 尚 

  農 林 水 産 課 長  奈 良   論 

  商 工 観 光 課 長  橋 端 良 平 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  篠 原 道 憲 

  まちづくり計画課長  庄 木 淳 一 

  下 水 道 課 長  水 野 貴 司 

  水 道 課 長  照 井 芳 明 

   会計管理者（併）会計課長  秋 元 直 人 

  農業委員会事務局長  濱 川 龍 一 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教 育 部 長  中 村 利 美 

  学 校 教 育 課 長  髙 田 幸 樹 

  社 会 教 育 課 長  浅 野 敏 昭 
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  選挙管理委員会事務局長 
               石 川 智 子 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  主         任  細 川 雄 哉 

  書         記  小 林 宥 斗 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 常任委員会委員の選任について   

  第 ４ 余市町議会運営委員会委員の選任に 

      ついて              

  第 ５ 議案第 １号 令和３年度余市町一 

      般会計補正予算（第４号）     

  第 ６ 議案第 ２号 余市町個人情報保護 

条例及び余市町行政手続における特 

定の個人を識別するための番号の利 

用等に関する法律に基づく個人番号 

の利用及び特定個人情報の提供に関 

する条例の一部を改正する条例案  

  第 ７ 議案第 ３号 工事請負契約の締結 

について             

  第 ８ 議案第 ４号 工事請負契約の締結 

について             

  第 ９ 議案第 ５号 工事請負契約の締結 

について             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和３年余

市町議会第４回臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、吉田議員は通院のため欠席の旨届出があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案５件、

委員の選任２件、他に議長の諸般報告並びに行政

報告です。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号10番、彫谷議員、議席番号11番、茅

根議員、議席番号12番、近藤議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇８番（白川栄美子君） 令和３年余市町議会第

４回臨時会開催に当たり、８月20日午前10時より

委員会室におきまして議会運営委員会が開催され

ましたので、その審議経過並びに結果につきまし

て私からご報告申し上げます。 

 委員７名の出席の下、さらに説明員として細山

副町長、須貝総務部長、増田総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、委員の選

任２件、議案５件、他に議長の諸般報告と行政報

告でございます。 

 会期につきましては、本日１日と決定しました

ことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、常任委員会委員の選任についてにつ

きましては、即決にてご審議いただくことに決し
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ました。 

 日程第４、余市町議会運営委員会委員の選任に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第５、議案第１号 令和３年度余市町一般

会計補正予算（第４号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第６、議案第２号 余市町個人情報保護条

例及び余市町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例案につきましては、即決

にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第７、議案第３号 工事請負契約の締結に

ついて、日程第８、議案第４号 工事請負契約の

締結について、以上２件につきましては、それぞ

れ関連がありますので、一括上程の上、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第５号 工事請負契約の締結に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 なお、今期臨時会の運営に当たり、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から説明員につき

ましては審議案件を考慮した出席とする旨確認が

なされておりますことをご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期臨時会の会期は本日１日といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 なお、今期臨時会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 次に、地方自治法第199条第９項の規定によりま

す定例監査の結果報告が監査委員からありました

ので、その写しを配付しておりますので、ご了承

願います。 

 次に、国道229号余市・岩内・島牧間整備促進期

成会の総会が書面により開催され、お手元に配付

の要望書を関係機関に送付した旨の通知がありま

したので、ご報告申し上げます。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申出のあ

りました行政報告について発言を許します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 令和２年国勢調査につい

て。 

 令和２年国勢調査について行政報告を申し上げ

ます。国勢調査は、統計法に基づき５年ごとに行

われる統計調査であり、大正９年に第１回調査が

行われて以来今回で21回目を迎え、我が国の人口

及び世帯の状況を中心とした実態等を把握し、国

民生活に密接に関わる各種行政施策の立案とその

遂行に必要な基礎資料を得るため世帯員の数、現

在の住居における居住期間など19項目について調

査を実施しました。国勢調査の実施に当たり、余

市町においては昨年８月３日に令和２年国勢調査

余市町実施本部を設置し、調査区域として設定し
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ました192区につきまして、総務大臣から任命され

た131人の国勢調査員により調査事務を行ったと

ころでございます。調査内容につきましては、調

査要領に基づく集計を行い、結果を北海道に報告

し、12月30日をもって実施本部を解散いたしまし

た。 

 このたびの行政報告につきましては、北海道総

合政策部計画局統計課並びに総務省統計局から公

表のありました人口と世帯数の速報値をご報告申

し上げるものでございます。なお、報告いたしま

す数値につきましては概数であり、今後総務省統

計局から公表される数値と相違する場合がありま

すことをご了承願いたいと存じます。調査による

10月１日現在の本町の総人口は１万8,012人であ

ります。平成27年の前回調査における総人口１万

9,607人と比較して1,595人の減であり、減少率は

8.1％であります。また、世帯数につきましては

8,272世帯で、前回調査と比較して497世帯の減で

あり、減少率は5.7％であります。また、人口及び

世帯数以外の結果の公表につきましては、人口等

基本集計として人口、世帯、住居に関する結果及

び外国人、高齢者世帯、母子・父子世帯、親子の

同居等に関する結果が本年11月、さらに就業状態

等基本集計として人口の労働力状態、夫婦、子供

のいる世帯等の産業・職業大分類別構成に関する

結果が令和４年５月に総務省統計局から公表され

る予定であります。 

 以上が調査の概要でございますが、今回の国勢

調査に当たりましては町民各位のご理解とご協力

により調査が順調に行われ、所期の目的が達成さ

れましたことに心より感謝とお礼を申し上げ、令

和２年国勢調査についての行政報告といたしま

す。 

 なお、参考資料として地区別世帯数及び人口一

覧を添付しておりますので、ご高覧賜りたいと存

じます。  

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、常任委員会委

員の選任についてを議題といたします。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例

第７条第４項の規定により、議長において指名い

たしたいと思います。 

 まず、総務文教常任委員会委員には、野呂栄二

議員、吉田豊議員、内海博一議員、近藤徹哉議員、

大物翔議員、岸本好且議員。 

 次に、民生環境常任委員会委員には、白川栄美

子議員、彫谷吉英議員、茅根英昭議員、中谷栄利

議員、土屋美奈子議員、中井寿夫議員。 

 次に、産業建設常任委員会委員には、藤野博三

議員、庄巖龍議員、寺田進議員、安久莊一郎議員、

山本正行議員。 

 以上のとおり指名いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり、選

任することに決定いたしました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、余市町議会運

営委員会委員の選任についてを議題といたしま

す。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会

条例第７条第４項の規定により、議長において指

名いたしたいと思います。 

 内海博一議員、庄巖龍議員、白川栄美子議員、

寺田進議員、大物翔議員、山本正行議員、土屋美

奈子議員。 

 以上のとおり指名いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり、選
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任することに決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１４分 

                              

再開 午前１０時２５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第１号 令

和３年度余市町一般会計補正予算（第４号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（髙橋伸明君） ただいま上程されま

した議案第１号 令和３年度余市町一般会計補正

予算（第４号）について、提案理由をご説明申し

上げます。 

 今回ご提案いたしました補正予算につきまして

は、町営斎場建替事業適地選定委託料と雪害によ

り破損した旧余市福原漁場屋根の修繕費の補正計

上でございます。 

 また、歳入につきましては諸収入に財源を求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金に求め、歳出との均衡を図ったものでございま

す。 

 以下、議案を朗読してご説明申し上げます。 

 議案第１号 令和３年度余市町一般会計補正予

算（第４号）。 

 令和３度余市町の一般会計の補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ297万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ96億1,256万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年８月23日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出からご説明申し上げます。２ページをお開

き願います。中段でございます。３、歳出、４款

衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、補正

額196万9,000円、12節委託料196万9,000円につき

ましては、町営斎場建替事業適地選定委託料の補

正計上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、７目文化財総務

費、補正額100万7,000円、10節需用費100万7,000円

につきましては、旧余市福原漁場施設の修繕費の

補正計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

１ページをお開き願います。下段でございます。

２、歳入、20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、

補正額196万9,000円、１節繰越金196万9,000円に

つきましては、必要となる一般財源の追加計上で

ございます。 

 次のページをお開き願います。21款諸収入、５

項雑入、１目雑入、補正額100万7,000円、１節雑

入100万7,000円につきましては、旧余市福原漁場

施設の雪害に対する公有建物共済保険共済金の補

正計上でございます。 

 以上、議案第１号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（白川栄美子君） 考え方１つだけ伺って

おきたいと思いますが、さきの民生環境常任委員

会の中で、課長の答弁の中で中断している斎場建

て替えについては議会をはじめ、また多くの方々

からの意見をいただいているということもあっ

て、それらを参考に建設に向けて改めて専門家の

評価をもらいながら進めていきたいという報告が

ありました。今後進めていく上での町長の考えを

あのときに私も伺いまして、その答弁の中で町長

は一つには安全性の観点、それからもう一つには
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将来性の観点ということを検討しなければいけな

いと思うということを答弁とされておりました。

また、今すぐ今の場所から移転と言えないが、方

向性としては別の場所での方向で持っていきたい

と思っているとの答弁もされておりましたので、

そこで１つだけ伺っておきたいことが、今現在仁

木、それから赤井川などはほとんどの皆さんが余

市町内での葬儀場を利用されております。また、

今後の中で、余市町もそうですけれども、赤井川、

仁木においても人口の減少は本当に目に見えて進

んでおりますことも考えた中で、今後それらも踏

まえての将来性の観点ということを考えているの

かどうなのか町長に伺っておきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 火葬場に関しましては、もう既に出来上がって

いるはずだったのだけれども、まだできていない

というのは御存じのとおりだと思います。さきに

も言いましたけれども、安全性と将来性の観点と

いうことを言いましたけれども、先ほど行政報告

で人口も報告させていただきましたが、8.1％も前

回から減少していると。これはどこの自治体も、

近隣どこもそうで、今後どんどん、どんどん人口

が減っていくという時代になるかと思います。も

ちろん将来性の観点と言ったのは、そういう近隣

の町村も使えるようなことが今後求められてくる

わけですから、今すぐにどうこうというわけでは

ないですけれども、それを念頭に置いた位置関係

などにするのが合理的ではないかという趣旨でご

ざいます。 

〇８番（白川栄美子君） 分かりました。これは

ちょっと選定の委託料ですから、深くは入りませ

んけれども、ただ、今２つの事業所が余市町にあ

って、その事業所の方が本当に大変な思いして、

このコロナ禍の中で余計大変な思いして町民の利

便性よくということで配慮していただいた中で作

業というか、事業していただいております。その

中で余市町として本当にこの２事業所にこれまで

何らかのやっぱり手だてと言ったら変ですけれど

も、何かそういう思いやりのことがその事業所に

対してあったかな、なかったかなというのをちょ

っと考えておりまして、多分何もなかったような

気がするのですけれども、今後の中でこれを進め

ていく上でまだまだ年数もかかると思います。そ

の中で本当にこの２事業所が大変な思いしている

ことは確かですので、ここの部分も少し考慮して

いただいたほうがいいのかなと思うのですけれど

も、この予算とは別個ですけれども、関連があり

ますので、町としての考え方もちょっと伺ってお

きたいと思います。 

〇環境対策課長（成田文明君） ８番、白川議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 今回適地選定委託料ということで補正予算の計

上させていただきました。そういった中、これか

ら文字どおり適地の選定、調査に入るわけですけ

れども、そういった中でやはり新斎場が供用開始

になるのはまだまだ先になるというのも一方で事

実としてございます。そういった中、これまでど

おり２つの事業所、火葬業者さん、多大なるご協

力、ご理解をいただきまして、今現在も火葬業務

を進めさせていただいているところでございま

す。そういった中、これまでも幾度となくこの事

業者さんのほうにはお邪魔させていただいて、い

ろいろな声を聞いたりしているところではござい

ますが、今後につきましても町として何ができる

のかも含めて業者との連携といいますか、意見交

換といいますか、そういった部分も進めていきな

がら新斎場の供用開始に向けて鋭意努力していき

たいというふうに考えているところでございま

す。 

〇16番（山本正行君） 私のほうは２点ほど。 

 今回の補正予算の町営斎場建替事業適地選定委

託料、要するに新しく建てる火葬場をどこにする
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かを調べる委託料ということでありますので、関

連でちょっと町長に質問させてもらいます。皆さ

んはもう見ていると思いますが、９月号の「北方

ジャーナル」をコピーさせていただきました。そ

の中で齋藤町長は自治体の垣根を越えた余市モデ

ルという特集で取材を受けて、いろいろとコメン

トしております。その中で、ワクチン問題につい

ては直接今の話とは離れるのですが、極めて齊藤

町長、余市の医師会や職員、一丸となって早期接

種に向けた対応したということで書かれています

ので、これについては何ら私も疑問を抱かないで、

素直に読みました。ところが、途中で２期目に向

けての意欲という欄で少し気になる言葉がありま

して、それを今ちょっと読み上げますので、お願

いをしたいと思います。前任者の案件ですが、火

葬場の問題もその一つです。工事を始めてから崖

崩れが起きて中止になり、４億円が無駄になって

しまったというようなことが書かれています。お

金が無駄になってしまったという表現はいいのか

悪いのか別にして、行政は継続でありますので、

嶋町長から引き継ぎながら町営斎場については毎

年の執行方針で平成32年に向けて供用開始に向け

た工事を行っていくということで町長も説明をし

ておりますので、私はこの言葉を見たときに自分

は関係ない、前の人だけが悪いような、そういう

印象を受けましたので、これについての考え方、

もう一度ちょっと教えていただきたいなと。 

 そして、これは白川議員と絡むのですが、今回

の選定の委託料の中に北後志の広域的な連携が含

まれているのかどうか、それも併せて聞きたいな

と。それはなぜかといいますと、「北方ジャーナ

ル」のこの記事の一番最後に広域連合のさらなる

可能性について町長がコメントをしています。先

ほどの火葬場にしても各自治体単独ではなく、近

隣の町村が連携して運営したほうが合理的、新た

に建てる火葬場については将来的に余市に集約す

る方向性で検討したいと考えていますというよう

なことをコメントしております。これも間違って

はいないと思いますが、重要なコメントでありま

すので、「北方ジャーナル」で全道に出てしまっ

ているという状況踏まえたときに我々議員がそう

したらこの広域連携についてどうなのかというこ

とも改まって議論した記憶というのはあまりない

のですが、過去にはあったみたいです。そんなこ

とも含めて、今回の予算と関連させてですが、こ

の２点について町長のほうから答弁いただければ

というふうに思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 火葬場について前任者の案件であるがというこ

とと今後の広域連携の話ですけれども、書かれて

いるとおりだと思います。もちろんそれぞれの時

期、時期に責任者がいるわけであって、当時決定

したときの責任者は前任の方であって、今は私が

責任を持っていると。全てそれぞれの時々の判断

はありますけれども、現在それを私は引き継いで

いるわけでありますから、以前もそうですけれど

も、４億円ほど無駄になったことに関しては町民

に対しておわびを申し上げたいということを私が

言っているわけでありまして、それはそういう観

点からそれぞれの場面で責任を引き継いでいると

いうことで、特にそれ以上でもそれ以下でもない

ということです。 

 広域連携に関しましては、もちろん先ほどの答

弁と一緒ですけれども、今後の人口減少を見据え

た際に、今すぐにどうこうという話ではないです

けれども、将来的には様々なものを広域でやって

いくのが一番合理的ではないかというような考え

方であります。 

〇16番（山本正行君） 町長からやはり行政は継

続だということで一定程度認識をしながら今後も

進めていくということで今回答いただきました。

そこは、そういう認識だということで安心したと

ころであります。 
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 それで、１つこれはお願いであります。答弁も

一応お願いしたいのですが、この４億円問題含め

て火葬場の将来の問題について、私も梅川第２区

会というところに家を置いておりますので、梅川

第２区会においては火葬場を保有する区会であり

ます。そんな中で区会の中でいろいろと議論をさ

せていただいておりますが、着工する前、平成30年

かな、その頃だと思いますが、役場の担当者が区

会の役員の方を集めて工事着工に向けての住民説

明会などを開きながら工事を着工したという経過

があります。ただ、それ以降逆にこういう問題に

なってからあまり詳しい説明がないというふうな

ことも区会の中で出てきております。それで、ぜ

ひとも齊藤町長には今後新しいところで選択をす

るに当たってのことも含めてでありますが、まず

今まで起きた内容がどういうことなのかを含めて

住民、町民にきちんと分かりやすく説明をした中

で工事を進めていくという、それをお約束をして

いただきたいなというふうに思います。 

〇環境対策課長（成田文明君） 16番、山本議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 火葬場、新斎場建設に当たる説明会等々のご質

問でございます。よく言われますとおり、火葬場

というのは一方で迷惑施設と言われている部分も

ありまして、先ほどご指摘ありましたとおり、平

成30年ぐらいの着工前に区会さんのほうにも説明

会があったということでご理解をしていただいて

いるかと思います。その後地滑り等々が発生いた

しまして、その経過等々につきまして一定程度の

説明はさせていただいている部分もございます

が、全体的な住民説明会的な部分というのはいま

だしていない部分もございます。今回補正予算の

計上させていただきましたが、適地の部分含めま

して一定程度内容を精査した上で皆様にご説明で

きる部分今後していきたいというふうに考えてご

ざいますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇14番（大物 翔君） 何だか建設予定地がもう

変更されることが決定したかのような議論が続い

ているやにも聞こえてきますが、それは置いてお

いて、私のほうからちょっと幾つか、前後するか

もしれないけれども、言わせてください。 

 まず、この補正予算の出し方、変ではないです

か。屋根の修理に関してはこれ急いでやらなけれ

ばいけないものだということで、今回上がってき

ている分に関しては何ら異存はないのです。それ

はいいのです。緊急性が高いということで、すぐ

やらなければいけないということで。この適地選

定というのは、次の９月の定例会まで待っていら

れないほど急がなければいけなかった事案として

今回計上されているものなのか。もしそうであっ

たとするならば、何で６月の定例会にこれ提案し

なかったのですかという話になるのです。結局今

の場所でやろうと思って、計画をつくって、調査

をして、始めたはよかったけれども、残念ながら

こういう事態になったと。我々議会としても土砂

崩れを防がなければいけないということに関する

費用だとか、あるいは設計変更して工事をしなけ

ればならないとか、それに関する費用だとか、お

墓を保全するための費用だとか、こういったもの

というのは随時予算提出いただいて、ずっと議決

をしてきたという経過があるのです。その段階で

は予算上含めてですけれども、あくまであの場所

でやるということが事実上の前提だったのです。

口頭では別の場所を含めてちらほら出ていたとは

思うのだけれども、ただ予算が伴う別の場所も含

めた検討というのは今回が初めてなのです。そう

ですよね。それが駄目だと言っているのではない

のです。あの場所がいろいろ問題含みであるとい

うことはもうみんな分かっているわけだし、それ

について検討せざるを得なくなっているのは分か

るのです。だったらば、何でこれまでの経過はこ

うであって、だから別の場所も含めて今回調査費

を計上させていただくのだということを行政報告

しないのだと。打合せの段階でも私言いました、
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おかしくないかいと。ましてそれほど緊急性が高

いのにそういうこともしないで、定例会ではなく

て臨時会で上げてきていると。変だよと。 

 さらに申し上げれば、では何でそこまで言うの

だと。４億円が無駄になった話さっきあったけれ

ども、その４億円の大部分というのは過疎債なわ

けなのです。万が一別の場所にお引っ越しをしな

ければならないという話になったとすれば、きっ

と過疎債、一括で一回返してくださいという話に

なるはずなのです。火葬場を造るという事業その

ものは一緒なのだけれども、結局別の場所に造る

かもしれないということは事業そのものが変わる

ということなのです、予算上は。となれば、手続

としては一回全部返してもらった上で新たな、過

疎債になるのか、何になるのか知らないけれども、

予算をつけて、事業化してという話になると。だ

から、ちゃんとした説明必要なのではないかとい

う話をずっと言っているのです。そういったこと

考えたら、ちょっと手順が変だねということが出

てまいりますし、いつ変更したのでしょうか。今

までは事実上現状ありきで、とにかく崖崩れ何と

かしなければならない、何とかしなければいけな

いとやってきたのだけれども、いつ変えたのです

か、方針を。今までの範囲内でやっているという

のならその限りではないのだけれども、そうだと

しても説明が足りな過ぎる。過疎債のことも含め

て今後どうなっていくのかお答えください。 

〇環境対策課長（成田文明君） 14番、大物議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 何点かご質問あったかと思いますが、１点目の

９月定例会まで補正予算の計上が待てなかったの

かというような趣旨、一方で６月定例会に間に合

わなかったのかというような内容かと思います。

その件につきましては、現在の建設候補地で建て

替えをするという前提につきましてはずっと持っ

ていまして、そういった中様々な意見も頂戴して

いたというのも事実でございます。そういった中、

常々内部で検討はしているのですけれども、時期

的には６月定例会の終了後だったかと思うのです

けれども、内部で、内部というのは町なのですけ

れども、皆さんの意見も踏まえた中で改めて検討

することも一つの方法ではないかということで議

論してきました。そういった中、先月開催されま

した民生環境常任委員会のほうにもご説明をさせ

ていただいたところでございます。そういった中、

どうしても予算が伴いますので、その段階では今

回の臨時会、もしくは９月の定例会、そこで予算

計上できるかという部分までは財政課ともちょっ

と最終決定までは至っていなかった部分でござい

ます。そういった中、今般臨時会開催されるとい

うことで、やはり新斎場供用開始を少しでも早め

るために本臨時会に予算計上させていただいたと

いうのが事実でございます。そういった中、説明

不足というご指摘もいただきました。今後につき

ましてもまずは所管委員会、そして議会のほうに

も協議させていただきながら、その都度説明等々

させていただきたいというふうに考えてございま

す。 

 ３点目の過疎債の関係でございます。今回の適

地選定業務につきましては、現在の建設予定地の

適正を調査するとともに、全町的に調査や評価を

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。そういった中、他の場所でという結論

になった際にはどうしても今までの部分の過疎債

の繰上償還の部分、これは避けられない事実かと

思います。そこはしっかり町内部で詰めて、それ

は対応しないと次のステップに移行することがで

きませんので、そこはしっかりと整理させていた

だきたいというふうに考えているところでござい

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇14番（大物 翔君） 分かりました。 

 ただ、今課長の答弁の中でも全町的に調査をす

ると。あそこでもうやらぬと言っているわけでは

なくて、あそこも含めて調査をするのだというこ
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とは分かるのだけれども、そうであればあるだけ

200万円程度で足りるのですかという話にもなる

のです。本当に適地を探そうとしていれば、逆に

あの場所ではもう無理だということをアリバイ立

証するために調査をするのなら、ひょっとしたら

200万円で済むかもしれないけれども、例えば広域

連携の可能性も将来的に考えたいという思いを持

っていらっしゃるわけではないですか。では、場

所をどこにするのだ。そこの地盤がいいのか悪い

のかは別の調査になるのかもしれないけれども、

どうも何か既にお引っ越ししたい場所が実は内々

に決まっていて、それありきで調べようとしてい

るのかという疑問も湧いてきてしまうのです。そ

うであるか否かの証拠なんて私持ってはいないで

すけれども、ちょっと不自然だなというのが一つ

あります。本当にこれで足りるのですかと。もっ

と言えば、この調査で何を調査するのだというこ

とも教えてほしいと。 

 さらに、さっき過疎債の話にも触れましたけれ

ども、もし場所を変えるとなれば返してください

という話にもなろうかと思う、それは対応せねば

ならぬというふうに課長おっしゃいましたけれど

も、では仮に返してくださいと言われたときのや

りくりのめどというのはもうついておるのでしょ

うか。確定ではなくても大体何とかなるという見

通し持った上で今回の予算提案となっているの

か、その辺も含めて伺いたいと思います。 

〇環境対策課長（成田文明君） 14番、大物議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 全町的な調査、評価をする中で今回の補正予算

額、不足しているのではないかというのが１点目

のご質問だったかと思います。そういった中、今

回につきましては実際に地盤の調査等々するわけ

ではなく、地盤というのはボーリング調査とかす

るわけではなく、あくまで利便性であるとか安全

性、もしくは将来性も踏まえた中でどこが適地な

のかというのを調査、選定する業務でございます。

そういった中、今後につきましては一定程度の方

向性が、適地が定まりましたら、そこで詳細な設

計するための調査等々も出てくるのかなというふ

うに考えているところでございます。 

 ２点目の過疎債の繰上償還のめどに関するご質

問かと思います。そこについては現状財政課のほ

うにも話はしておりますが、めどがついたという

状況で現在至っているわけではございませんの

で、今後も継続して話をさせていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

（何事か声あり） 

〇議長（中井寿夫君） もう一度答弁お願いしま

す。 

〇環境対策課長（成田文明君） 大変失礼いたし

ました。２点目の過疎債に関して再度ご答弁申し

上げたいと思います。 

 繰上償還のめどが立っているかどうかというの

が２点目の質問だったかと思うのですけれども、

今回の適地選定業務の補正予算を計上させていた

だくに当たりまして、当然財政課のほうにも過疎

債の話もさせていただいているところでございま

す。そういった中、現状やりくりのめどが立って

いるかどうかという部分に関しましては、現在や

りくりが立っているという状況ではございませ

ん。今後も継続して財政課とも協議させていただ

きたいというふうに考えてございます。 

〇14番（大物 翔君） そういう状況であるとす

るならばなのですけれども、土木調査をやるとい

うわけではなくて、利便性を中心とした、あくま

で平面的な場所の調査という話だったと思うので

す。つまりここがいいのではないかなと思って見

初めてみたけれども、穴掘ってみたら全然駄目だ

ったという可能性だってあり得るというわけで

す、今回の調査は。本格調査ではないと。場所が

どこがいいかというのをあくまで探す調査にすぎ

ないと。ただ、それをやった結果、残念ながらど

こも駄目だったと、現有地でやらざるを得ないの
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だわとなってしまうと、ではこの調査費何だった

のだという話にかえってなってしまうのです。何

か禅問答な言い方になってしまうのですけれど

も、だから結局４億円が無駄になってしまったと

町長が外で言わなければならないぐらいな事態に

なってしまっておるのだから、所管委員会に説明

していますという話だけではなくて、これ物すご

く大きな問題だと思うのです。だから、これほど

大きな問題というのはもうちょっと全体の中で考

えていくという、議論していくという、その上に

立ってこの調査費というものに手順としてはたど

り着かないとまずいのではないかなという懸念を

抱いたのです、この予算書最初頂いたときに。だ

から、これ以上何かが起きるわけにはもういかな

いわけではないですか。やることに対して多分反

対する人は誰もいないのです。ただ、やるのだっ

たら納得ずくで進まなければいけないのだから、

意を尽くしてください。財政についてもちょっと

確定しているわけではないのだと、不透明さもあ

るのだと、そういう状況なわけではないですか。

だからこそこれ慎重にやらなければいけないので

はないかなということを最後に申し上げたいと思

います。 

〇環境対策課長（成田文明君） 14番、大物議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 今回の火葬場の建て替え工事については、大き

な問題でございます。大きな事業でございます。

そういった中、これまでも所管委員会を中心に説

明をさせていただいておりますが、今後の状況等

々の説明も含めまして、できるだけ丁寧な説明を

議員の皆さんに行き渡るようにさせていただきた

いというふうに考えているところでございます。

一方で、穴を掘ってみたら駄目だったという部分

についてはないように、今回の補正予算につきま

しては200万円弱の補正予算を計上させていただ

きましたが、そのお金についても無駄にすること

なく、今後いろいろな調査、設計等々でまたプラ

スアルファのお金がかかる可能性もございます

が、そういった中で安全性も重視しながらかつ慎

重に進めさせていただきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

〇９番（寺田 進君） 新しい方向に向かって進

んでいく中で本当に大事な議論だと思うのです

が、当然一刻も早くという思いと適地ということ

もあると思いますが、その中で一番大事になるの

は今の梅川の斎場、霊園を今後どのように利用す

るのを目指しているのか。また、役場が起案をし

て、議会が承認をして、事が進んでの事態に今な

っていると思いますけれども、どこが原因だった

のかを明確にしない限りまた同じことの繰り返し

になるのではないかなというふうに思われます。

この辺について具体的にどこまで考えていらっし

ゃるのか。 

 また、今の状況を町民に我々もしっかりと説明

をしていかなければなりませんので、そういう機

会はどういう場所で設けていただけるのか、この

２点、よろしくお願いします。 

〇議長（中井寿夫君） 寺田議員に申し上げます。 

 ただいま審議しておりますのは補正予算につい

て審議しておりまして、現状の場所をどう活用す

るかについては今議題外でございますので、ご理

解賜りますようお願いいたします。 

〇環境対策課長（成田文明君） ９番、寺田議員

の地滑り等々の原因の明確性及び町民の皆さんへ

の説明に関するご質問にご答弁申し上げたいと思

います。 

 地滑りの原因の明確性ということでございます

が、町といたしましても業務委託しまして、その

要因の調査をしているところでございます。地滑

りの原因につきましては、切土工により発生した

ものであるということを委託業者のほうからも報

告を受けているのが事実でございまして、一方で

議会はじめ町民の皆様にも大変ご迷惑をおかけし

ているところでございます。そういった中、コロ
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ナ禍ということもあり、町民等々への説明に関し

ましてもできるだけ少人数で、かつ何回もやると

いうふうにはちょっと想定できないのかなという

ふうに考えている部分もありますので、今後の状

況等々も、今後の計画といいますか、状況も整理

した中で回数を縮小といいますか、減らせるよう

な内容を詰めて、今後説明させていただきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

〇17番（土屋美奈子君） かくかく議員皆さんか

ら質問があったので、細かいところについては言

いませんけれども、斎場の建て替えのこの事業に

ついては当初からあの場所でどうなのだという議

論はたくさんの議員が、私も言いましたけれども、

坂道が上れないとか下りるとき危険だとか、そう

いった議論はこれまであったのです。今の町長で

はなくて、前の町長のときからですけれども、そ

ういった議論があって、そして町は一貫としてあ

の場所でやるという方向でこれまで来た。そして、

この予算で初めて方向が変わった。ちょっとニュ

アンスが変わった。今の場所も含めて調査をする

のでしょうけれども、まだ決定はしていないので

しょうけれども、この議案で初めてこれまでと方

向が変わったのです。そして、これまで使ってき

た大きなお金、議員からかくかく指摘があった事

業だから、そして４億円というお金がかかってい

るから、どうやっていくのかもこれからなのでし

ょうけれども、しっかりと、今成田課長のほうか

ら町民に説明というお話もありましたけれども、

町民の代表である議会に対してはきちんとこの原

因と、そしてどんな経過であったのかと、そうい

ったものをきちんとしないと、４億円のお金を使

ったのだから、何がどういう経過であったのかと、

そういったものが分からないと私たちもちょっと

方向転換するのに、早く進めてほしいと思います

けれども、きちんとした形で議会に出していただ

きたいと思うのですけれども、見解をお願いいた

します。 

〇環境対策課長（成田文明君） 17番、土屋議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 今回補正予算を計上させていただきました適地

選定業務でご指摘のありました現建設予定地の傾

斜の部分、つまり利便性の部分、また将来性の部

分、安全性の部分も様々な部分から、様々な観点

から調査、評価を行い、その結果について丁寧な

説明をさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。一方で、原因究明も含め

４億円の過疎債の部分もございますので、その部

分も併せて丁寧な説明をさせていただきたいとい

うふうに考えているところでございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

〇17番（土屋美奈子君） 説明をさせていただく

という答弁がございましたけれども、きちんとし

た報告書という形で提出をしてくださいというふ

うに言っているので、そこについての見解をお願

いいたします。 

〇民生部長（上村友成君） 17番、土屋議員の再

度のご質問に私のほうから答弁させていただきま

す。 

 種々議員の皆様からのご質問に対し担当課長か

ら答弁ございました。担当課といたしましては、

いろいろな方面からあらゆる検討しながら今まで

進めてきているところでございます。今回補正予

算で提案させていただいております調査委託料に

つきましては、現在地、当然地滑り等により土地

形状も若干の変更もありました。これまでと同じ

ような設計の下に建てることも含めまして、この

調査の中で検討させていただく。また、それに当

たりまして現候補地とほかのところに建てた場合

との比較を再度させていただきながら、適正な場

所の選定を行っていくというための資料を出して

いただくための委託になってございます。これで

仮定の話をさせていただいてもちょっと恐縮なの

ではございますけれども、場所が変わるというよ

うな方向性が出た場合には、議員おっしゃるとお
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り、きちんとした報告、行政報告なり、ちゃんと

した方針を出させていただいて、ご説明させてい

ただかなければいけないところだというふうに当

然考えてございます。それに当たりましてはきち

んとした資料等も提出して、ご報告が必要だとい

うふうに考えてございますが、現段階では場所を

変えるという決定はさせていただいておりません

ので、まずは調査をさせていただいて、その報告

について所管委員会、また必要であれば議会のほ

うにも報告をさせていただきながら進めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。 

〇15番（中谷栄利君） 私からは簡単に。 

 まず、今回の補正予算の約200万円、その内訳、

今これまでの各議員の質疑に対して担当課の答弁

では現在地を含めて、候補地も含めて利便性通じ

て調査したいということですが、その内訳、今回

の補正予算の具体的な内訳、現在地のところでど

ういった調査、何やるのか。そして、利便性含め

て適切な場所を探すという話ですが、具体的にど

のような候補地を挙げて、何か所どういう調査を

するのか、そういったことを答弁していただきた

いと思います。 

 それと、最後の１つですが、過疎債の問題につ

いて、町長の答弁でも約４億円、町民に本当に申

し訳ないという話もありましたが、それだけで終

わらないと思います、私は。何とかして早く建設

させたいという気持ちの中で、地盤調査について

は施工会社とも含めて、本来的にいえば本当に安

全な地盤なのかも含めて客観的な判断、第三者的

な判断も含めてその地盤が本当に適切なものかど

うか、そういったことでやるものだと思います。

それが実際に変わってしまっている。これまで委

員会の中でも早期に着工させるためにという形で

同意してきている部分ですから、そういった問題

もあるかと思いますが、いろいろなことが絡んで

いると思うのですけれども、やはりこれを住民の

負担にそのままかぶせて、申し訳ないということ

で終わらせるのか、実際に施工会社、設計者、そ

ういったところでの負担がどうなるか、そういっ

た過疎債の返済含めて検討するときにどういった

内容で具体的に検討しているのかお伺いしたいと

思います。 

〇環境対策課長（成田文明君） 15番、中谷議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 １点目の今回補正予算を計上させていただいた

適地選定委託料の内訳の件でございます。今回の

約200万円につきましては、適地選定調査をするに

当たり、この調査等に必要とされる日数及び資料

の整理に係る費用等を積算したものでございま

す。そういった中、調査箇所についてでございま

すが、現在の建設候補地も含め数か所を調査、評

価をすることになろうかと思いますが、この現在

地以外の場所につきましては、町内部で早急に候

補地を決定といいますか、そういったものをして、

受注業者のほうにお話をさせていただきたいと存

じます。また、受注業者のほうからもこういった

場所はどうなのかというようなご意見もあろうか

と思います。そういった中、すり合わせをして、

調査をする場所について決定をさせていただきた

いというふうに考えているところでございます。 

 ２点目の４億円、今までの支出したお金に関す

る質問でございます。４億円に関しましては莫大

な金額であり、先ほど私答弁の中で申し上げたと

おり、切土工に起因した地滑りが発生したという

のも事実としてございますので、実際に余市町は

発注者でございますが、当然請負業者があって、

その請負業者というのは工事の請負業者があっ

て、工事の請負業者につきましては設計に基づい

て施工しているわけでございます。当然設計者へ

の費用負担といいますか、そういった部分も現在

検討させていただいているところでございます

が、その件に関しましては顧問弁護士にも相談し

ながら検討させていただいているところでござい
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ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） 今回の補正予算の200万円

の調査内容ですけれども、現在地のほかに数か所

内部で早急に候補地を決めて、請負業者にその旨

伝えて、調査をしてもらうと。内部で検討すると

いうことですから、数か所ということで具体的に

出てきているわけなので、具体的にはどういう場

所を想定しているのか。そして、問題は調査内容

です。明らかに交通量や、そういったものなのか

を含めて、地質学的な問題も含めて調査なのか、

候補地の具体的な内容、そして調査内容の具体的

な調べについて何をもって調査するのか、その辺

を確認したいと思います。 

 過疎債の問題については今後検討するというこ

とですから、この程度にとどめますが、やはりこ

の問題は大きな問題なので、実際に基礎設計、ボ

ーリング調査をしたのかとかいろいろな問題あり

ましたけれども、客観的な、地盤が安全なものな

のかどうか、第三者がきちんとやって、その上で

施工する人がそれに基づいてやるというのが本来

の姿だと思いますが、それは実際にどうなってい

るのかも含めて、やっぱり今後大きな反省しなけ

ればならない問題が多分にあると思います。この

間ずっと議論してきたわけですから、その部分に

ついて、ああのこうのとはこの場で言いませんけ

れども、実際に事業設計は変わって、過疎債返済

の中で問題になったときにその部分について再度

点検が必要であることをこの場であえて言わせて

いただきたいと思います。 

 最初に言った候補地の問題、それから具体的な

調査内容、お尋ねします。 

〇環境対策課長（成田文明君） 15番、中谷議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 今回の適地選定業務に関して調査箇所はどうい

った場所にするのかといったご質問にまずご答弁

させていただきたいと思います。評価する場所に

つきましては、現候補地も含めまして町有地が中

心になるというふうに考えてございます。なぜか

といいますと、民有地につきましては用地買収等、

また付随して費用も発生しますので、現段階では

町有地を中心にというふうに考えているところで

ございます。 

 ２点目の調査内容といいますか、そういった部

分につきましては、やはり安全性であるとか利便

性、そういった部分メリット、デメリットがある

と思いますので、比較する土地、土地の中でのメ

リット、デメリットの評価をさせていただきたい

というふうに考えてございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 令和３年度余市町一般会

計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１７分 
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再開 午前１１時２５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第２号 余

市町個人情報保護条例及び余市町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部を改正する条例案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（増田豊実君） ただいま上程されま

した議案第２号 余市町個人情報保護条例及び余

市町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例案につきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。 

 このたびの条例の一部改正につきましては、デ

ジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和３年法律第37号）第55条の規定

により、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）が改正され、当該法律を引用している条

例について条項の整理等が必要となることから、

所要の改正を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 余市町個人情報保護条例及び余市

町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町個人情報保護条例及び余市町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 令和３年８月23日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町個人情報

保護条例及び余市町行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例。 

 （余市町個人情報保護条例の一部改正） 

 第１条 余市町個人情報保護条例（平成12年余

市町条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 第23条の２第１項中「総務大臣」を「内閣総理

大臣」に、「第19条第７号」を「第19条第８号」

に、「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

 第23条の４第１号オ中「第２条第９号」を「第

２条第９項」に改める。 

 （余市町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正） 

 第２条 余市町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例（平成27年余市町条例第35号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「第19条第10号」を「第19条第11号」

に改める。 

 第５条第１項中「第19条第10号」を「第19条第

11号」に改める。 

 附則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 
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 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 余市町個人情報保護条例

及び余市町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第７、議案第３号 工事請負契約の締結について、

日程第８、議案第４号 工事請負契約の締結につ

いて、以上２件を一括議題とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第７ないし日程第８を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（照井芳明君） ただいま一括上程に

なりました議案第３号及び議案第４号の２件に係

る工事請負契約の締結について、提案理由のご説

明を申し上げます。 

 議案第３号の工事請負契約の締結につきまして

は、令和３年度重要給水施設配水管更新工事（１

工区）の工事請負契約でございます。工事の概要

としましては、朝日町25番地５地先、役場前交差

点から浜中町101番地260地先、建設課車庫前まで

の町道浜中丘の上朝日町線に沿い布設しておりま

す配水管373メートルを耐震性のある水道管に更

新し、重要拠点への給水を確保するものでござい

ます。さらには、更新後に旧配水管の撤去工事を

行うものでございます。去る８月３日に特定共同

企業体２者の公募型指名競争入札に付しましたと

ころ、落札により相手方の決定を見ましたので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるべくご提案申し上げる次第であります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 工事請負契約の締結について。 

 次の工事請負契約について、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和39年余市町条例第15号）第２条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 令和３年８月23日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次ページをお開き願います。 

 記。 

 １、契約の目的、令和３年度重要給水施設配水

管更新工事（１工区）。 

 ２、契約の方法、公募型指名競争入札。 

 ３、契約金額、一金8,165万3,000円也。 

 ４、工期、自令和３年８月27日、至令和４年２

月25日。 

 ５、契約者、余市町長、齊藤啓輔。 

 ６、契約の相手方、高橋・関特定共同企業体、

代表者、余市郡余市町黒川町７丁目78番地、株式
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会社高橋配管設備代表取締役、高橋哲雄。 

 なお、参考資料を添付してございますので、ご

高覧賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、一括上程となっております議案第４号の

工事請負契約の締結につきまして、提案理由のご

説明を申し上げます。 

 議案第４号の工事請負契約の締結につきまして

は、令和３年度重要給水施設配水管更新工事（２

工区）の工事請負契約でございます。工事の概要

としましては、入舟町から浜中町の一般国道229号

歩道内に布設しております配水管585メートルを

耐震性のある水道管に更新し、重要拠点への給水

を確保するものであります。さらには、更新後に

旧配水管の撤去工事を行うものでございます。去

る８月３日に公募型指名競争入札に付しましたと

ころ、落札により相手方の決定を見ましたので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるべくご提案申し上げる次第であります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 工事請負契約の締結について。 

 次の工事請負契約について、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和39年余市町条例第15号）第２条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 令和３年８月23日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次ページをお開き願います。 

 記。 

 １、契約の目的、令和３年度重要給水施設配水

管更新工事（２工区）。 

 ２、契約の方法、公募型指名競争入札。 

 ３、契約金額、一金9,430万3,000円也。 

 ４、工期、自令和３年８月27日、至令和４年２

月25日。 

 ５、契約者、余市町長、齊藤啓輔。 

 ６、契約の相手方、堀川管工・中山特定共同企

業体、代表者、余市郡余市町港町197番地３、株式

会社堀川管工設備工業代表取締役、堀川一。 

 なお、参考資料を添付してございますので、ご

高覧賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、一括上程になりました議案第３号及び議

案第４号の工事請負契約の締結について提案理由

のご説明を申し上げましたので、よろしくご審議、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第３号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第５号 工

事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇企画政策課長（阿部弘亨君） ただいま上程さ

れました議案第５号 工事請負契約の締結につい

て、その提案理由をご説明申し上げます。 

 このたびご提案申し上げます工事請負契約の締

結につきましては、令和３年度余市町移動通信用

鉄塔施設建設工事であります。本件の移動通信用

鉄塔施設につきましては、栄町東の沢地区におけ

る携帯電話の不感地域解消を図るために建設する

ものであります。施設としましては、地上高35メ

ートルの移動通信用鉄塔施設であり、トラス構造

となっております。去る８月13日に指名競争入札

に付しましたところ、落札により相手方の決定を

見ましたので、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるべくご提案申し上げるもの

でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第５号 工事請負契約の締結について。 

 次の工事請負契約について、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和39年余市町条例第15号）第２条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 令和３年８月23日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、契約の目的、令和３年度余市町移動通信用

鉄塔施設建設工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約金額、一金5,093万円也。 

 ４、工期、自令和３年８月27日、至令和４年１

月20日。 

 ５、契約者、余市町長、齊藤啓輔。 

 ６、契約の相手方、札幌市白石区菊水２条１丁

目８番21号、北海電気工事株式会社取締役社長、

阿部幹司。 

 以上、議案第５号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料を添付してございますので、ご

高覧賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり
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ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって令和３年余市町議会第４回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時４４分 
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